
堺の福祉　2025(令和7年).3(2)

堺市総合福祉会館

(※)窓口本予約分

当会館では、基本料金を改定す
ることになりました。
ご理解、ご協力をお願い申し上
げます。

令和７年４月１日
以降予約受付分※

より

改定時期

詳しくは
コチラから

詳しくは当会館HPまたは会館貸室受付窓口
(TEL 072-222-7500 FAX 072-221-7409)まで

会議室等使用料
改定のお知らせ

　堺市ファミリー・サポート・センターは、子育ての応援をしたい方（提供会員）と応援を受けたい方（依頼会員）
が、会員となり、子育てを地域で相互援助する会員組織です。
　現在、子育ての応援をしたい提供会員を募集しています！ぜひあなたの力をお貸しください！

子育て応援のボランティア はじめませんか？

こんな活動があります♪

詳細は、
ホームページを
ご覧ください！

提供会員は有償ボランティアです♪

地域での活動がはじまります！

● 概ね７時～２１時の間で、可能な時間
帯の援助をお願いしています。

● 活動時間に応じて利用料金を受け取
ることができます（１時間７００円）。

● 学校や保育施設等への送迎
● 通院など一時的な保護者の外出
時の預かり

● こどもの習い事への送迎
● 残業時のお迎えや預かり

提供会員になる条件は？
● 堺市在住の方で、20歳以上の心身と
もに健康な方

提供会員はどうやってなるの？
❶『さかいチャイルドサポーター研修
（地域保育コース）※』を受講
（５日間程度。計２８.5時間）

❷ 研修修了後に、堺市ファミリー・サポート・センターに会員登録
登録証をお渡しします。また、安心して活動していただくための研修も用意していますので、フォローアップも十分！

※保育士資格をお持ちの方は、基本研修８時間が免除になります。

こどもの送迎のみの
活動でも大歓迎!!

問合せ先：堺市ファミリー･サポート･センター
（堺市社協　地域福祉課内）

Ｔ Ｅ Ｌ ：072-222-8066
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北 区 北区だより
● 地域活動推進係　TEL:072-258-4700　FAX:072-258-4770
● 北基幹型包括支援センター　TEL:072-258-6886　FAX:072-258-8010

北 区 事 務 所
社会福祉法人

〒591-8021 堺市北区新金岡町５丁１番４号
堺市北区役所１階
E-mail kita@sakaiｰsyakyo.net

堺市社会福祉協議会

サインで発見！みんなで防ごう高齢者虐待
虐待の手掛かりとなるサインや気になることがあれば、
下表の各地域包括支援センターにご相談ください。

□身体にあざや傷がある
□衣類・身体の清潔さが保たれていない
□急に痩せてきた
□おびえたり、怖がったり、投げやりな様子
□家族のいる場面、いない場面で態度が異なる
□｢お金がない｣｢お金、通帳を取られた｣などの発言がある

□高齢者に対し冷淡、無関心、支配的、横柄、攻撃的、拒否
的な態度

□家族が介護に疲れ、高齢者の悪口を言っている
□家族が支援者との関わりを拒否する
□高齢者や家族の怒鳴り声や悲鳴、物を投げる音などがする
□庭や家屋の手入れがされていない、ゴミがあふれていたり、
異臭がしたりする

□高齢者が長時間一人で外にいる

高齢者からのサインの例

介護者、家庭からのサインの例

つなっきー
北区高齢者ネットワーク
マスコット

名　　称
北第1地域包括支援センター
北第2地域包括支援センター
北第3地域包括支援センター
北第4地域包括支援センター
北基幹型包括支援センター

担当区域 電話番号
2 4 0 - 0 1 2 0
2 5 2 - 0 1 1 0
2 5 7 - 1 5 1 5
2 7 6 - 3 8 3 8
2 5 8 - 6 8 8 6

東浅香山、新浅香山、五箇荘、五箇荘東
東三国丘、光竜寺、新金岡、新金岡東
大泉、金岡、金岡南、北八下
中百舌鳥、百舌鳥、西百舌鳥
北区全域

相談窓口には守秘義務がありますので、誰からの連絡・
相談か分からないように対応します。ご連絡いただいた

方が誰なのか相手方に伝えることはありません。安心してご
相談ください。

｢私が通報した」と知られてしまうのではない
でしょうか!?
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｢虐待である」という証拠がなくても「何だかおかしい
な」と心配に思われた段階でご相談ください。結果とし

て虐待ではないと判断される場合もありますが、ご相談いた
だいた方に不利益が生じることはありません。

虐待では・・・と思いますが、間違っていたら
不安です。Q

A

特別なことは必要ありません。ふだんの暮らしの中でで
きる「見守り」をお願いします。｢見守り」は、日常生

活の中でさりげなく「お互いが気にかけ合う関係」であるこ
とが大切です。｢見守り、見守られる関係」が「監視や見張り
合う関係」にならないよう気をつける必要があります。

高齢者虐待予防について、どのように協力すれ
ばよいのでしょうか？Q

A


